
第7回Ｕ-15女子サッカーリーグ2026愛知 1部（競技） 

実 施 要 項 

 

愛知県における女子サッカーの技術向上と健全な心身の育成を図り、広く女子サッカーの普及振興に寄与することを目

的とし、愛知県の中学生年代の女子選手たちが切磋琢磨する大会として実施する。 

 

１．名  称 第7回U-15女子サッカーリーグ2026愛知（競技）  

２．主  催 愛知県サッカー協会女子委員会  

３．共  催 愛知県女子U-15部会  

４．期  日 2026年４月 ～ 2026年12月 

５．会  場 愛知県内のグラウンド  

６．参加資格  

（１）（公財）日本サッカー協会に加盟登録選手であること。  

（２） 2011年（平成23年４月2日）～2013年（平成26年４月１日）（通称中3～中1）に生まれた選手であること。 

（3）選手の入れ替えは令和8年9月30日までとし、追加登録は開催年度の１０月31日までとする。 

 

７．参加チーム  

（１）（公財）日本サッカー協会に女子登録した加盟チームであること。  

（２）（公財）日本サッカー協会に女子登録した加盟チームの中で、同登録母体のチームよりセカンドチームを参

加させることができる。ただし、同一リーグ内にセカンドチームを在籍させることはできない。  

セカンドチームを本リーグへの登録を行う場合、同クラブ登録された各チームで別の責任者（監督）を置くも

のとする。  

（３）（公財）日本サッカー協会により「クラブ申請」を承認された「クラブ」に所属するチームについては同一「クラ

ブ」内の別チームに所属する選手の移籍手続きを行うことなく大会に参加させる事ができる。この場合、同一

「クラブ」内のチームであれば、複数のチームから選手を参加させることも可能とする。  

（4）参加申込し得る人員は、各チーム役員6名・選手30名を最大とする。参加申込した役員のうち少なくとも１名はJFA

公認「C級コーチライセンス」以上の保有者でなければならない。 

 

 

８．競技方法  

大会実施年度の（公財）日本サッカー協会競技規定による。但し、以下の項目においては本大会規定を定める。  

（１）1部（上位）、2部（下位）による2部リーグ制によるリーグ戦。  

1部リーグチーム数は最大8チームとし、年度ごとに調整をする。  

１部の6チームは1回戦総当たりの前期リーグとリーグ内を上位3チーム下位3チームずつにわけた1回戦総当

たりの後期リーグを行う。 

日程消化締め切り日（前期：9月30日まで  後期：12月20日） 

前期リーグの上位2チーム（資格あり）はU-15選手権のシード権を得るものとする。 

試合日程が未消化の場合は6月30日時点での勝ち点によりシード権を確定させるものとする。 

1部優勝チームはJFAU-15女子サッカーリーグ2026東海（以下、東海U-15リーグ）参入チャレンジ戦及び入

替え戦出場の権利を獲得する。  

1部リーグの最下位チームと2部リーグ優勝チームは、自動入れ替えとする。  



1部リーグ下位チームと2部リーグ2位のチームは入れ替え戦を実施する。 

ただし、東海リーグから愛知県のチームが降格した場合など、リーグ間において昇降格の結果により、1部リ

ーグチーム数が最大8チームを上回る場合はこの限りではなく別途定める。 

東海リーグチャレンジ戦及び入れ替え戦の要項については別途定める。 

（２）大会登録選手人数は30名までとする。  

選手の追加や削除に関しては、その事実の発生から協会登録後の出場する試合の3日前までに必ず担当

責任者に連絡し、リーグ事務局長の承認を得ること。 

（３）同登録母体（東海U-15リーグを含む）とセカンドチーム間の選手登録変更、いわゆる選手の入れ替えは制限

しない。ただし、人数調整による都度繰り返しの入れ替えは不可。また、セカンドチーム以下は所属するリー

グにおいて順位決定および昇格権の対象外とする。 

（４）合同チームでの参加は2部リーグのみ可とするが１部リーグ昇格権なし。別途合同チーム申請書を提出する。 

（５）試合登録選手18名までとし、登録選手のうち交代選手は7名までとする。 

（６）試合時間 は1部が40-10-40（分）とする。  

（７）大会試合球は、5号球を使用。（参加チーム持ちより）  

（８） 1チームの競技者が7人未満になった場合、『0-6』の不戦敗とする。  

（９）全試合が終了した時点で、勝点（勝ち3点、引分1点、負け0点）の多いチームを上位として順位を記録する。

但し、勝ち点の合計が同一の場合は次の順序により順位を決定する。  

１．全試合の得失点差  

２．全試合の総得点数  

３．当該チーム同士の対戦結果（勝敗）  

４．前記項目が同一の場合は、同一順位とする。リーグ分けに関わる場合は、抽選とする。  

(１０) 試合の中止・中断の決定については、会場責任者及び当該試合の主審と協議の上、決定する。ただし、前

半終了後、中止・中断された場合は、その時点のスコアで試合成立とする。一方の責任により中止

と・中断となった場合は、帰責事由のあるチームを0対6の負けとする。 

(１1)リーグ途中、諸事情によりリーグ参加できなくなったチームが発生した場合は、その該当チームとの対戦成績

を考慮しない。そのチームの順位は最下位とする。 

（12）テクニカルエリア：設置する。戦術的指示はテクニカルエリア内からその都度ただ 1 人の役員 

が伝えることができる。 

（13）脳震盪の疑いがある選手が発生した場合は、交代枠と交代回数に関わらず、交代することが出来 る

(再入場不可)。 「脳震盪による交代で入る交代要員」が使われたならば、相手チームには、1人の「追

加の交代要員」と 1回の「追加の交代回数」を使うことが出来る。 

【脳震盪対応時の補足】 脳震盪により追加の交代が認められた時、既に交代要員を全て使用してい

た場合、交代で退いた交代要員より再交代にて再出場することが出来る。 但し、交代要員が残って

いる場合は、退いた交代要員が再出場することは出来ない。 

 

  

９．競技規則  

（１）（公財）日本サッカー協会競技規則に準じて行う。  

（２）本大会において退場を命じられた選手は、次の一試合に出場できない。 

（３）本大会期間中、警告２回を受けたものは、次の一試合には出場できない。  

（４）退場処分を受けた選手は、次の１試合に出場できない。その後の処分は規律・フェアプレー委員会が決定す



る。 

（５）ユニフォームはFPとGKともに正・副２着４色を用意すること。（緩和処置は適応しない）  

（６）インナーウェアを着用する場合、チームで統一した同色の物であればユニフォームと異なる色も可とする。 

（７）大会要項に記載事項のない懲罰に関する事項は、規律・フェアプレー委員会にて決定する。 

（8）リーグ途中での番号変更および各試合当日のメンバー表手書き訂正は不可とする。 

（9）選手証の顔写真は直近1年以内に撮影し本人であることが明確に判別できるものを添付する。 

（10）他、大会要項に記載事項のない懲罰に関する事項は、規律・フェアプレー委員会にて決定する。 

 

１０．審判  

(１)審判派遣依頼は事務局が行うこととする。  

派遣された審判もしくは事前に割り振られた当番チームの担当審判とする。  

副審2 名は帯同とする（審判料：主審3000円、副審2,000円、第４審1,000円）  

(２) 主審、副審、第４審は事前に割り当てられたチームによって行う。  

主審と副審はともに4級以上の有資格者であること。学生のユース審判員の実践を積極的に行う場とする。  

（３）副審判は有資格者・審判着着用とする。（審判用ビブス不可）  

（４）第4審判と記録を兼ねてもよい。  

 

１１．記録 

(１)事務局より事前に割り振られたチームにおいて試合記録の担当者を配置する。 

(２)試合開始30分前にメンバー表の提出をうけ、選手および審判員の照合をする。 

(３)各試合のメンバー表（先発・交代）、試合結果（得失点・警告・退場）を記録し、試合終了後に会場担当チーム

から事務局へ、メンバー表と記録用紙の提出により報告を行うこと。 

 

１２．会場 

   （1）各チームはリーグに必要な試合数を実施できる会場提供出来ることを前提として参加すること。 

 

１３.参加費 

   （1）１部リーグは50，000円/チームとする。 

   2026年4月17日までに（公財）愛知県サッカー協会の口座に振り込む 

 振込に関しては４月1日～４月１7日の間でお願いいたします。 

   三菱UFJ銀行 新瑞橋支店 普通 ０１６８１７３ 公益財団法人 愛知県サッカー協会 

 

１４.その他 

(１)各試合30分前までに本部にメンバー表を2部提出する。 

メンバー表の回収、両チームのユニフォームの決定、諸注意事項の説明等を行う。 

(２)大会要項に規定されていない事項については女子委員会および東海U-15リーグの要項に準じて協議の上決

定する。 

 

１５.代表者会議およびリーグ長ら選出を3月末頃もしくは女子総会の時に開催予定 

 

１６.傷害保険 

参加選手は全員、傷害保険に加入のこと。  



試合会場における負傷・疾病等については、各クラブが責任を負う。  

 

 

  １７.大会事務局 

愛知県サッカー協会女子委員会 競技委員会   

運営委員長兼   土田隆義 

懲罰管理      携帯 080-1559-9984 

                          E-mail taka_centoko_9824@yahoo.co.jp 

              会計担当      石倉 亮 

                          携帯 090-9191-7128 

                                   E-mail  ishikura@gctv.ne.jp 

              日程・記録      １部リーグ担当 山﨑由加  

          携帯 090-4061-9407 

          E-mail  socceryama0629@icloud.com 

             

 

１８.書類提出 

（１）参加チーム申込  

参加決定チームは、参加申込書兼メンバー表（別紙）に記入し、大会事務局までメールにて提出  

提出期限； 2026 年４月１3 日（月） 


